
愛媛の水事情

愛媛県土木部
河川港湾局水資源対策課

分水への感謝と節水

資料－４



愛媛の主要ダム

：直轄ダム

：機構ダム

富郷ダム

柳瀬ダム

新宮ダム

石手川ダム

鹿野川ダム野村ダム

南予地域

中予地域

東予地域

早明浦ダム

池田ダム

中筋ダム

大渡ダム

長安口ダム

：農林ダム

面河ダム
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愛媛の水利用

工業用水：約８割が東予地域

生活用水：約４割が中予地域

農業用水：各地域ほぼ同率

生活用水

新居浜・西条圏

17.8%

松山圏

38.8%

今治圏

12.2%

宇和島圏

10.8%

八幡浜・大洲圏

13.3%

宇摩圏

7.1%

愛媛県の生活用水

100％

平成17年現状

(全地域）

工業用水

新居浜・西条圏

20.7%

松山圏

19.0%

宇摩圏

55.3%

八幡浜・大洲圏

1.9%
宇和島圏

0.2%

今治圏

2.9%
愛媛県の工業用水

100％

平成17年現状

(従業員4人以上）

農業用水

新居浜・西条圏

23.0%

松山圏

28.9%

今治圏

9.9%

宇和島圏

14.2%

八幡浜・大洲圏

18.2%

宇摩圏

5.8%

愛媛県の農業用水

100％

平成17年現状

(従業員4人以上）

宇摩圏
新居浜・西条圏

今治圏

松山圏

八幡浜・大洲圏

宇和島圏

中予地域

南予地域

東予地域

平成1８年度工業統計
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東予地域の水事情

東予地域における全国最大の工業出荷額を誇
る紙パルプ産業は、吉野川水系銅山川からの
愛媛分水により成り立っている。

東予地域の工業出東予地域の工業出
荷額は本県の荷額は本県の7676％％

愛媛分水は本県に愛媛分水は本県に
おける貴重な資源おける貴重な資源

圏域別製造品出荷額構成比

新居浜・西条圏

39.5%

松山圏

19.5%

今治圏

20.6%

宇和島圏

1.2%
八幡浜・大洲圏

3.4%

宇摩圏

15.8%

3兆7，382億円

全国紙の町ランキング

平成１８年度工業統計「市区町村編」 平成1８年度工業統計

順位 市名
製造品出荷額
（億円）

1 四国中央市 4,810

2 富士市 4,713

3 苫小牧市 1,556

4 春日井市 1,367

5 新潟市 1,281

6 釧路市 1,052

7 石巻市 935

8 八戸市 915

9 高岡市 870

10 阿南市 786
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愛媛分水について

四国中央市の地形的特色

分水の経緯

吉野川の水の利用

維持流量の放流

厳しい節水努力

愛媛分水への感謝

分水

分水

法皇山脈
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四国中央市の地形的特色

四国中央市の地形は山と海が迫り、海岸部に狭長な耕地があ
る。大きな河川がなく水資源に乏しいため、古くから干ばつに
苦しめられ、愛媛分水以前は３、４年毎に干ばつに悩まされて
きた。

四国中央市の面積
４２０km２

銅山川の流域面積
２４４km２

（旧別子山村除く）

約６割
法皇山脈 分水

分水

富郷ダム

柳瀬ダム
新宮ダム
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分水の経緯
安政 ２年 土地の先覚者が銅山川分水に着想

慶応 ３年 三島代官松下範也が計画を立案

この間、難航をきわめた受益地愛媛県と下流徳島県の協議（内務省、農林省の斡旋、調停）

昭和１１年 第１次分水協定成立（分水目的を灌漑用水に限定）

昭和１２年 隧道工事に着手

昭和２０年 第２次分水協定成立（分水目的に発電追加）

昭和２２年 第３次分水協定成立（河水統制事業として治水を追加）

昭和２４年 柳瀬ダム建設工事着手

昭和２６年 第４次分水協定成立（ダム完成前に一部分水を可能とする）

昭和２８年 柳瀬ダム完成に先立ち、分水開始

昭和２９年 柳瀬ダム竣工、１００年来の悲願達成

昭和３３年 第５次分水協定成立（柳瀬ダム貯留、放流流量を明文化）

昭和４１年 吉野川総合開発計画決定

昭和５０年 新宮ダム竣工

昭和５３年 早明浦ダム竣工

平成１２年 富郷ダム竣工 6



吉野川の水の利用

銅山川の水は柳瀬、新宮ダムから分水トンネルを流下して、
吉野川流域外である愛媛県四国中央市の工業用水、農業
用水、水道用水、発電に利用されている。

その内訳は、全体の約８割が四国中央市の工業用水に利
用されている。

工業用水は、市全体の供給量の約８割

農業用水は、市全体の水田面積の約７割

水道用水は、市全体の供給人口の約８割

発電は、銅山川第一から第三発電所で年間１４万MWH
の電力を発電している。これは市全世帯の年間使用量とほ
ぼ同量となっている。

5%

77%

18%

農業用水

0.13億m3

水道用水

0.47億m3

工業用水

2.03億m3

愛媛分水供給量

年間2.63億ｍ3

供給量内訳
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維持流量の放流

０.042ｍ３/s又は0.17m３/ｓの放流

平成１２年３月、第４回「銅山川の河川
環境を考える懇談会」にて銅山川第三
発電所の発電増強分の一部（０．６ｍ３/
ｓのカット）を活用し河川維持用水とする
ことに合意。

平成１２年４月、銅山川第三発電所の
水利使用規則を改正し運用を開始。

０．３２７ｍ３/s又は0.４５５m３/ｓの放流

影井堰から影井堰から

馬立川合流地点では馬立川合流地点では

→8m3/s
0.6m3/s
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厳しい節水努力
節水日数と節水量（工業用水）

年度
節水日数
(日）

最大節水率
（％）

節水量
（万ｍ3)

最低貯水率
（％）

13 80 20 586 54.4

14 251 25 3,209 45.8

15 72 20 586 55.8

16 50 20 359 65.7

17 246 30 3,386 32.2

18 135 25 1,354 42.8

19 218 50 3,664 14.5

平均 150 1,878
（四国中央市水道局調べ）

最低貯水率の変動

54.4

45.8

55.8

65.7

32.2

42.8
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貯
水
率

平成１３年の富郷ダム運用以来７年間での実績平成１３年の富郷ダム運用以来７年間での実績

・平均節水日数は、約１５０日となり
年間の約４割の期間をしめる。

・平均節水量は年間約1,900万m3となり
日当たり51,000トンの節水となっている。

9



工業用水道名
取水制限
月　　日

６月２７日 17.5% 取水制限

７月　５日 26.7% 取水制限

７月１１日 37.3% 取水制限

７月１８日 46.9% 取水制限

７月２３日 57.0% 取水制限

７月２７日 46.9% 取水制限

８月１３日 51.7% 取水制限

８月１８日 26.7% 取水制限

９月１４日 37.3% 取水制限

９月２０日 46.9% 取水制限

９月２４日 57.0% 取水制限

９月３０日 解除

１月２４日 1.8% 自主節水

２月１４日 7.7% 自主節水

３月　８日 17.5% 自主節水

４月２１日 7.7% 自主節水

５月　２日 解除

給水先等制限内容

四国中央市水道局
（柳瀬、新宮ダム）

四国中央市の紙パルプ業界４８社
大王製紙、丸住製紙など
（社）愛媛県紙パルプ工業会

平成６年の取水制限状況（四国中央市水道局）

６／２７日～９／３０までの６／２７日～９／３０までの

９６日間の取水制限９６日間の取水制限

１／２４日～５／２までの１／２４日～５／２までの

９９日間の自主節水９９日間の自主節水
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愛媛分水への感謝

銅山川３ダムが負担すべき河川維持流量を
早明浦ダムで肩代わりしている。

水源地域との各種交流事業水源地域との各種交流事業

の促進と分水史の継承の促進と分水史の継承

四国中央市では四国中央市では

湖水祭・疎水感謝祭の実施湖水祭・疎水感謝祭の実施

水源地・下流への感謝 水の恵みに感謝

銅山川３ダムでの水資源開発
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中予地域の水事情

石手川ダム（利水容量が早明浦ダムの４％弱）
及び重信川の地下水により、松山市を含む３
市２町、約６０万人の生活用水を支えている。

高知県の協力により、面河ダムより工業用水
を１０．６万ｍ３/日及び農業用水を受益面積約
１万haに１，７００万ｍ３/年（かんがい期のみ）
補給している。
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面河ダム分水の経緯

昭和２９年 農林省が道前道後平野農業水利改良事業計画書を作成

昭和３２年 国営事業計画地区として事業採択

昭和３３年 松山市上水の工水への変更 （高知県と協議）

昭和３３年 農水・発電の水利使用許可申請（高知県と協議）

昭和３４年 工水水利使用許可申請（高知県と協議）

昭和３５年 愛媛高知両県知事による仁淀川分水覚書の調印

昭和３５年 高知県が工水・農水・発電の水利使用について同意

昭和３５年 面河ダム着工

昭和３８年 工水・農水・発電の水利使用許可

昭和４２年 面河ダム完成
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松山市の取り組み

松山市の大渇水

節水型都市への取り組み状況
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松山市の断水（平成６年） 給水制限給水制限124124日間日間
年間降水量６９６年間降水量６９６mmmm（平年値１３０３（平年値１３０３mmmm））

市民のための臨時給水所設置（小
中学校）

病院や社会福祉施設（老人ホーム
等）のための大口臨時給水所設置
（浄水場）

医療機関等への応急給水体制の整
備（車両・要員確保）

ホームヘルパー等の協力により、
独居老人や障害者世帯の生活用水
確保

マンションなど受水槽設置施設の
流入弁絞込みの要望

飲料水の衛生確保から塩素注入量
の強化

道後温泉の営業時間の短縮

消火栓の使用が困難、タンク車による
消防用水の確保

断水中にマンションなど受水槽設置箇
所や専用水道などの検針を実施。断水
時における自主規制の指導

福祉センターの利用制限・休館

ミニディサービス（入浴）の一部停止

保育園や小中学校の給食の献立変更

（パンや小魚お詰め合わせ、牛乳等）

給食時に紙容器等を使用、水筒による
飲料水の持参

小中学校での部活の中止

工場での操業短縮や一部製造ラインの
停止

飲食業やホテルの利用者の減少、営業
時間の短縮

病院患者への治療・手術水の確保

給水制限が

長期化すると

15



渇水の影響渇水の影響（平成（平成66年）年）
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節水型都市への取り組み状況

水資源の有効利用策及び節水の推進

・減圧給水の実施（給水圧ｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑの活用）

・意識啓発と補助制度

・条例による規制及び市有施設の取り組み

水資源の保全及び開発策

・水源涵養林整備事業

・井戸の開発と新規水源への取り組み
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給水圧ｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑについて
自然流下方式→配水区内における水圧のバラツキ

使用量が少ない時間帯での水圧上昇→漏水・破損の原因

給水圧コントロールシステム

市内の水圧を平準化

有収率の向上
水圧・流量の集中監視
による漏水防止

現有施設の
有効活用

新規水源の
開発に匹敵
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給水圧コントロールシステム概要図
３２

漏水防止総合対策事業（市単独）

期間：昭和５７年～６１年

事業内容：給水圧コントロ－ル設備
給・配水管の改良整備
漏水探知作業の強化など
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給水圧コントロールシステムの仕組み
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減圧効果 平成１４年度渇水に伴う一日平均給水量実績

自主節水効果

１次減圧効果

２次減圧効果

減圧効果＝１次減圧＋２次減圧＝１，８２０＋２，２１０＝４，０３０ｍ３／日

４，０００ｍ3／日の節水効果
21



政令市・中核市の有収率 （平成1８年度実績）

有収率＝年間総有収水量／年間総配水量

都　市　名 有収水率（％） 都　市　名 有収水率（％）

岡崎市 96.4 横須賀市 91.3

松山市 96.0 鹿児島市 90.8

福岡市 95.9 富山市 90.2

高槻市 95.7 函館市 90.1

千葉市 95.2 熊本市 90.0

新潟市 93.3 長崎市 89.9

名古屋市 93.2 奈良市 89.7

川越市 93.2 宮崎市 89.2

浜松市 93.2 いわき市 88.9

高知市 93.2 秋田市 88.7

さいたま市 92.7 長野市 88.7

堺市 92.7 大阪市 88.3

神戸市 92.7 岡山市 88.2

広島市 92.5 北九州市 88.0

豊橋市 92.4 川崎市 87.4

東大阪市 92.3 下関市 86.6

金沢市 92.2 大分市 86.6

横浜市 92.0 静岡市 86.2

高松市 92.0 旭川市 86.0

仙台市 91.9 京都市 85.8

郡山市 91.9 宇都宮市 85.1

倉敷市 91.7 和歌山市 77.5

札幌市 91.6 岐阜市 76.5

豊田市 91.4 平均 90.3
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水道週間：子供水道会議

平成8年度～平成18年度 67校 536人

節水ハンドブック

（一般向け啓発冊子） 「水を大切にする日」（毎月第１水曜日）

キャンペーン（毎年７,８,９月）

出前水道教室

平成12年度～平成18年度 53校 6,197人

啓発活動啓発活動
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補助事業補助事業

バスポンプ付き洗濯機

食器洗い乾燥機

シングルレバー 家庭用バスポンプ 雨水タンク
24



各種補助制度の概要 （平成１８年度末現在）

※下記以外にも「市民の水源の森づくり活動助成制度」などの補助制度があります。

２０，３２１購入価格１／２、上限２０，０００円食器洗い乾燥機

１，８８９３，０００円シングルレバー式湯水混合水栓改造

４８，１８８５，０００円風呂水吸引ポンプ付節水型洗濯機

１４，２７０購入価格１／２．上限 ２，０００円家庭用バスポンプ

補助件数補 助 金 額節水機器普及促進

有効貯水量１ｍ3当り５万円又は設置
工事費の２／３のいずれか低い額

上限３００万円

設置工事費の２／３

上限２０万円

補助金額

購入価格の２／３、上限１５万円

５ｍ3以上の施設を設置
配管・ポンプを備えること大規模

３６

１ｍ3～５ｍ3未満の施設を設置
配管・ポンプを備えること

中規模

２８４0.1ｍ3～１ｍ3未満の施設を購入小規模

補助件数補 助 対 象種 類

節水機器普及促進補助制度

雨水貯留施設購入促進助成制度
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大規模建築物の節水に関する条例大規模建築物の節水に関する条例
（平成１７年４月施行）（平成１７年４月施行）

対象建築物（延べ面積1,000㎡以上）については、市に節水計画書を提
出し、節水型機器と雨水貯留設備を設置することなどを義務付けました。

○節水対策の具体的内容

・雨水貯留設備 ‥雨水を有効利用するための貯留槽を設置

○履行担保策等

・条例の内容に従わない場合、建築主の氏名を公表します。

・１０?を超える雨水貯留設備の設置には補助金を交付します。
・優秀な取組みに対しては表彰を行います。

（（※※平成１８年度末までの計画書提出済み件数：１３２件）平成１８年度末までの計画書提出済み件数：１３２件）
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１３３

２４９

１１

１，５５２

設置数

保育園、小中学校、支所等１３３雨水タンク

支所等３０節水型水栓

保育園１１食器洗い乾燥機

中学校・支所等の女子トイレ７６トイレ流水擬音装置

備 考施設数名 称

トイレ流水擬音装置 雨水タンク

市有施設への節水型機器等の設置市有施設への節水型機器等の設置（平成（平成1313年度年度
～）～）
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財団法人財団法人 オイスカ愛媛県支局オイスカ愛媛県支局

↑ 植樹活動 →

植樹活動植樹活動
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市民１人１日あたり上水道使用量の推移
（単位：リットル/日）
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使
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長期的水需給計画に

おける目標値

３００リットル

目標とする３００リットルに目標とする３００リットルに

限りなく近づいている限りなく近づいている
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政令市・中核市の原単位 （平成１８年度実績）

原単位＝一人１日平均給水量、単位：㍑／人・日

都　市　名 原単位 都　市　名 原単位

福岡市 294.1 静岡市 354.4
松山市 301.0 富山市 354.9
長崎市 302.9 東大阪市 355.0
高槻市 308.1 川崎市 355.4
旭川市 311.3 宇都宮市 357.7
豊橋市 318.3 金沢市 359.7
さいたま市 320.0 神戸市 360.2
岡崎市 327.6 長野市 367.9
浜松市 328.8 奈良市 368.1
大分市 329.6 下関市 371.9
横浜市 330.6 いわき市 375.9
広島市 336.2 宮崎市 378.5
鹿児島市 336.7 高知市 380.2
堺市 338.0 新潟市 381.6
川越市 340.0 千葉市 382.5
仙台市 341.7 倉敷市 384.6
秋田市 344.1 札幌市 389.0
熊本市 344.3 岡山市 390.4
函館市 345.6 岐阜市 409.0
郡山市 346.3 京都市 412.2
名古屋市 348.3 横須賀市 430.3
高松市 348.7 和歌山市 452.0
北九州市 349.0 大阪市 495.0

豊田市 351.7 平均 357.6
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南予地域の水事情

野村ダムにより３市１町１６万人の生活
用水の供給と７，２００ｈａへかんがい用
水を補給している。
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野村ダムの利水状況

かんがい用水かんがい用水

水道用水水道用水

宇和島市、八幡浜市、西予市、
伊方町のみかん畑約
7,200haに年間最大2,780
万m3（最大3.506m3/秒）の
かんがい用水を補給している。

宇和島市、八幡浜市、西予市、
伊方町の３市１町（給水人口約
16万人）に日最大
42,300m3(0.49m3/秒）、
年間895万m3の水道水を供
給している。
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野村ダム建設による渇水被害の軽減

南予地域沿岸部（宇和島市、八幡浜市）では、昭和３３年から
４９年の１７年間で９年も渇水となり、古くから水不足に悩まさ
れていた。特に昭和４２年の大干ばつでは、１８０の水道施設
で１４８施設が断水し、農業では、柑橘類に２５０億円もの被害
がでた。

こうしたなか昭和５７年３月に野村ダムが完成し、以来、南予
用水受益地域には渇水被害は発生していない。また、昭和４
２年と同程度の雨量であった平成６年においても、渇水被害
は生じていない。なお、平成６年の野村ダムは取水制限をし
ていない。

水の広域融通の大切さを認識
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野村ダム給水地域の渇水発生月数（S33-S48）
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16年間で8年渇水が発生

利水安全度1/2

ダ
ム
完
成

野村ダム建設

給水開始
　八幡浜市・保内町
　三瓶町・明浜町
　吉田町・三間町

給水開始
　宇和島市
　伊方町

給水開始
　瀬戸町

給水開始
　三崎町

給水開始以降
　渇水は生じていない

市町村名は合併前
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宇和島市上水道事業の渇水対策状況（S21-H19)
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減圧給水日数

断水日数 S51年3月
　須賀川ダム完成

S57年3月
　野村ダム完成

H１年5月
　南予用水(野村ダム）
　給水開始

須賀川ダム完成以降
断水は発生していない

南予用水給水開始以降
減圧給水は発生していない

H6、H14年度においても
給水制限なし

6 14

Ｓ５５年３月
山財ダム完成
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おわりに

東予地域東予地域

吉野川水系の貴重な水資源への感謝と更な吉野川水系の貴重な水資源への感謝と更な
る節水努力る節水努力

中予地域中予地域

節水型都市の推進と水資源の新規開発節水型都市の推進と水資源の新規開発

南予地域南予地域

野村ダム受益地域以外の水資源の確保野村ダム受益地域以外の水資源の確保

36


